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藤沢市規則第５９号 

藤沢市財務規則の一部を改正する規則 

藤沢市財務規則（昭和３９年藤沢市規則第７号）の一部を次のように改正する。 

第６８条中「契約」の次に「等」を加え、「及び履行月日等」を「、履行月日等」

に改め、「作成」の次に「する等により、当該履行内容を確認」を加える。 

別表第１市民センターの項村岡市民センター長の項分掌事務の欄中第５号を削

り、第６号を第５号とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


